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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
一
号

東
京
都
契
約
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
契
約
書
」
の
下
に
「
（
契
約
内
容
を
記
載
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次

項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
八
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

４

契
約
担
当
者
等
は
、
契
約
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
作
成
す
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
省
令
で
定
め

る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
契
約
事
務
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
よ
る
契
約
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
よ
る
契

約
で
施
行
日
以
後
に
入
札
執
行
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
契
約
事
務
規
則
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
署
名
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
二
号

東
京
都
契
約
事
務
規
則
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
署
名
に
関
す
る
規
則

（
通
則
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
東
京
都
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
五
号
）
第

三
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
と
し
て
契
約
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
（
以
下
「
電
子
契
約
記
録
」
と
い
う
。
）
に
電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
電
子
署
名
を
行
う
場
合

の
取
扱
い
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

電
子
署
名

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
第
十
二
条
の

四
の
二
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

二

電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス

財
務
局
長
が
別
に
定
め
る
電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
（
以
下

「
電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
契
約
担
当
者
等
（
東
京
都
契
約
事
務
規

則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
担
当
者
等
を
い
う
。
）
及
び
契
約
の
相
手
方
の
指
示
に
基
づ

き
、
電
子
契
約
記
録
に
電
子
署
名
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

三

確
認
同
意

電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
電
子
署
名
が
さ
れ
る
電
子
契
約
記
録
が
真
正
な
も
の

で
あ
る
と
確
認
の
上
、
電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
が
当
該
電
子
契
約
記
録
に
電
子
署
名
す

る
こ
と
に
同
意
し
、
電
子
署
名
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
確
認
同
意
者
の
設
置
等
）

第
三
条

確
認
同
意
を
行
う
者
と
し
て
、
確
認
同
意
者
を
置
き
、
契
約
主
管
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

確
認
同
意
者
は
、
自
己
の
指
揮
監
督
す
る
職
員
の
う
ち
、
契
約
締
結
事
務
を
担
当
す
る
者
以
外
の

者
か
ら
電
子
契
約
記
録
の
確
認
同
意
を
補
佐
す
る
者
と
し
て
、
確
認
同
意
担
当
者
を
指
名
す
る
。

（
確
認
同
意
の
方
法
）

第
四
条

確
認
同
意
担
当
者
は
、
電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
上
に
送
信
さ
れ
た
電
子
契
約
記
録
と
決
定
済
み

の
起
案
文
書
と
を
照
合
し
、
確
認
同
意
を
行
う
。

２

確
認
同
意
担
当
者
は
、
前
項
の
確
認
同
意
を
行
っ
た
と
き
は
、
決
定
済
み
の
起
案
文
書
に
確
認
同

意
を
し
た
日
付
を
記
載
の
上
、
署
名
し
、
又
は
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

確
認
同
意
担
当
者
は
、
第
一
項
の
確
認
同
意
を
行
っ
た
後
、
電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
に

よ
り
当
該
電
子
契
約
記
録
に
電
子
署
名
が
付
与
さ
れ
、
当
該
契
約
が
確
定
し
た
こ
と
を
速
や
か
に
確

認
す
る
も
の
と
す
る
。

（
パ
ス
ワ
ー
ド
の
管
理
）

第
五
条

契
約
主
管
課
長
は
、
電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
に
接
続
す
る
た
め
の
パ
ス
ワ
ー
ド
が
関
係
職
員
以

外
に
漏
え
い
し
な
い
よ
う
厳
重
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）
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第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
電
子
署
名
を
行
う
場

合
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
財
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
六
十
三
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
七
条
の
二
中
「
言
動
」
の
下
に
「
（
性
別
に
よ
り
役
割
を
分
担
す
べ
き
と
す
る
言
動
又
は
性
的
指

向
若
し
く
は
性
自
認
に
関
す
る
言
動
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
一
号
()裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（裏）附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
職
員
服
務
規
程
（
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式

第
一
号
に
つ
い
て
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
職
員
服
務
規
程
（
以
下
「
新
規
程
」
と

い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
旧
規
程
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
に
つ
い

て
は
、
新
規
程
別
記
様
式
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
式
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
の
交
付
を

受
け
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京

都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
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額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
一
号

東
京
都
建
築
安
全
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
に
震
災
時
に
発
生

す
る
火
災
等
に
よ
る
危
険
性
が
高
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
告
示
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

区
市

指
定
す
る
区
域

世
田
谷
区

船
橋
一
丁
目
地
内

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
二
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

野
毛
町
ア
パ
ー
ト

（
６
号
棟
）

世
田
谷
区
野
毛
一
丁
目
二
十
四
番

中
層
耐
火

五
〇
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三
九
戸

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
諏
訪
団
地

（
４－

１－

４
号
棟
）

多
摩
市
諏
訪
四
丁
目
一
番
地

同
右

三
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

五
〇
戸

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
諏
訪
団
地

（
４－

１－

５
、
４－
１－
６
、
４－

１

－

７
号
棟
）

同
右

同
右

三
七
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

一
三
〇
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
十
一
月

一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示

す
る
。令

和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
五
号

次
の
駐
車
場
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九

年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

豊
洲
四
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

江
東
区
豊
洲
四
丁
目
三

番
ほ
か

七
七
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

江
東
区
辰
巳
一
丁
目
三

番
ほ
か

三
一
二
区
画

谷
在
家
ア
パ
ー
ト
駐
車
場

足
立
区
谷
在
家
三
丁
目

二
十
二
番

六
六
区
画

日
野
神
明
三
丁
目
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

日
野
市
神
明
三
丁
目
八

番
地

一
二
区
画

清
瀬
中
里
四
丁
目
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

清
瀬
市
中
里
四
丁
目
千

百
八
十
七
番
地

一
二
九
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指

定
す
る
の
で
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

神
津
島
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

二

区
域

神
津
島
全
域

三

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
四
年
東
京
都

告
示
第
千
二
百
五
十
九
号
で
告
示
し
た
高
尾
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期

間
を
更
新
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

鳥
獣
保
護
区
の
名
称

高
尾
鳥
獣
保
護
区

二

鳥
獣
保
護
区
の
区
域

東
京
都
八
王
子
市
浅
川
町
地
内
の
国
道
二
十
号
線
と
都
道
八
王

子
町
田
線
（
四
十
七
号
線
）
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
都
道
を

南
方
に
向
か
い
、
八
王
子
市
と
町
田
市
と
の
境
界
に
達
し
、
同
境

界
を
西
方
に
向
か
い
、
神
奈
川
県
境
に
至
り
、
同
境
界
に
沿
っ
て
、

大
垂
水
峠
、
景
信
山
、
陣
馬
山
を
経
て
和
田
峠
に
至
り
、
同
所
か

ら
都
道
上
野
原
八
王
子
線
（
五
百
二
十
一
号
線
）
を
東
方
に
向
か

い
、
都
道
山
田
宮
の
前
線
（
六
十
一
号
線
）
と
の
交
点
を
右
折
し
、

同
都
道
を
東
南
方
に
向
か
い
、
都
道
八
王
子
あ
き
る
野
（
四
十
六

号
線
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
都
道
を
北
東
方
に
向
か
い
、
八
王

子
市
元
八
王
子
町
二
丁
目
千
九
百
二
十
九
番
地
に
お
い
て
同
都
道

か
ら
同
市
長
房
町
に
通
じ
る
市
道
八
王
子
幹
線
一
級
四
十
二
号
線

を
東
方
に
向
か
い
、
市
道
八
王
子
幹
線
二
級
七
号
線
に
至
り
同
市

道
を
東
方
に
向
か
い
、
同
市
長
房
町
千
五
番
地
に
お
い
て
右
折
し
、

市
道
八
王
子
幹
線
一
級
三
十
四
号
線
、
市
道
横
山
三
百
四
十
号
線

を
経
て
南
浅
川
を
越
え
、
市
道
浅
川
二
十
八
号
線
を
南
方
に
向
か

い
、
国
道
二
十
号
線
に
至
り
、
同
国
道
を
西
方
に
向
か
い
、
起
点

に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

三

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

高
尾
鳥
獣
保
護
区
は
、
八
王
子
市
に
含
ま
れ
る
標
高
五
百
九

十
九
メ
ー
ト
ル
の
高
尾
山
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ
り
、
西
端

部
は
神
奈
川
県
に
接
し
て
い
る
。
地
域
一
帯
の
植
生
は
、
モ
ミ
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・
ア
カ
マ
ツ
・
ア
ラ
カ
シ
等
を
主
と
す
る
針
広
混
交
の
天
然
林

と
な
っ
て
お
り
、
多
種
多
様
な
鳥
獣
類
が
生
息
し
て
い
る
。

当
該
区
域
内
で
鳥
類
で
は
水
鳥
と
し
て
ゴ
イ
サ
ギ
・
コ
サ
ギ

・
ア
オ
サ
ギ
・
カ
ル
ガ
モ
な
ど
が
、
猛
禽
類
と
し
て
ト
ビ
・
オ

オ
タ
カ
・
ノ
ス
リ
な
ど
が
、
陸
鳥
と
し
て
ヤ
マ
ド
リ
・
キ
ジ
バ

ト
・
ア
オ
バ
ト
・
ホ
ト
ト
ギ
ス
・
ア
オ
ゲ
ラ
・
モ
ズ
・
シ
ロ
ハ

ラ
・
ウ
グ
イ
ス
・
エ
ナ
ガ
・
ア
オ
ジ
・
キ
ビ
タ
キ
・
オ
オ
ル
リ

な
ど
が
、
外
来
種
と
し
て
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
や
ソ
ウ
シ
チ
ョ
ウ
な
ど

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
哺
乳
類
で
は
小
型
哺
乳
類
と
し
て
ア
ズ
マ
モ
グ
ラ
・

ニ
ホ
ン
リ
ス
・
ム
サ
サ
ビ
な
ど
が
、
中
型
哺
乳
類
と
し
て
ニ
ホ

ン
ザ
ル
・
タ
ヌ
キ
・
ア
カ
ギ
ツ
ネ
・
ニ
ホ
ン
テ
ン
・
ニ
ホ
ン
イ

タ
チ
・
ア
ナ
グ
マ
・
ニ
ホ
ン
ノ
ウ
サ
ギ
な
ど
が
、
大
型
哺
乳
類

と
し
て
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
・
イ
ノ
シ
シ
が
、
外
来
種
と
し
て
ア
ラ

イ
グ
マ
・
ハ
ク
ビ
シ
ン
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
当
該
区
域
は
、
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る

区
域
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
鳥
獣
保
護
区
と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
管
理
方
針

ア

入
山
者
に
よ
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
環
境
へ
の
影
響
を
最

小
限
に
す
る
た
め
、
東
京
都
の
職
員
及
び
鳥
獣
保
護
管
理
推

進
員
に
よ
る
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
八
王
子
市
及
び
関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
係
る
普
及

啓
発
活
動
に
取
り
組
む
。

イ

指
定
の
十
年
後
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
変
化
等
を
把
握

す
る
た
め
調
査
を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称

高
尾
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

特
別
保
護
地
区
の
区
域

八
王
子
市
高
尾
町
所
在
東
日
本
旅
客
鉄
道
高
尾
駅
以
西
に
お
い

て
、
国
道
二
十
号
線
と
旧
甲
州
街
道
と
の
間
に
所
在
す
る
国
有
林

の
地
域
及
び
こ
の
地
域
内
に
介
在
す
る
社
寺
有
地
並
び
に
同
国
有

林
に
接
続
す
る
八
王
子
市
市
有
林
の
区
域
。
た
だ
し
、
都
道
百
八

十
九
号
線
の
以
北
の
社
寺
有
地
並
び
に
林
道
日
影
線
及
び
林
道
日

影
線
の
終
点
に
接
続
す
る
作
業
道
以
北
の
八
王
子
市
市
有
林
を
除

く
区
域

三

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

特
別
保
護
地
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

高
尾
鳥
獣
保
護
区
は
、
八
王
子
市
に
含
ま
れ
る
標
高
五
百
九

十
九
メ
ー
ト
ル
の
高
尾
山
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ
り
、
西
端

部
は
神
奈
川
県
に
接
し
て
い
る
。
地
域
一
帯
の
植
生
は
、
モ
ミ

・
ア
カ
マ
ツ
・
ア
ラ
カ
シ
等
を
主
と
す
る
針
広
混
交
の
天
然
林

と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
鳥
獣
の
生
息
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ヤ
マ
ネ
の
ほ
か
、
東
京
都

レ
ッ
ド
リ
ス
ト
（
本
土
部
）
に
お
い
て
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
に
分

類
さ
れ
る
サ
ン
シ
ョ
ウ
ク
イ
、
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
に
分
類
さ
れ
る

ニ
ホ
ン
モ
モ
ン
ガ
、
オ
オ
タ
カ
及
び
ハ
ヤ
ブ
サ
、
準
絶
滅
危
惧

に
分
類
さ
れ
る
ム
サ
サ
ビ
を
は
じ
め
と
し
た
、
希
少
な
鳥
獣
の

生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
鳥
類：

十
四
目
四
十
科
百
種
、
獣

類：

七
目
十
六
科
三
十
二
種
）
。

そ
の
中
で
、
高
尾
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
は
、
暖
温
帯

系
の
照
葉
樹
林
、
冷
温
帯
系
の
落
葉
広
葉
樹
林
及
び
中
間
温
帯

林
の
分
布
境
界
に
あ
る
。
稜
線
上
に
モ
ミ
林
、
南
面
に
カ
シ
林
、

北
西
面
に
イ
ヌ
ブ
ナ
林
と
い
っ
た
暖
帯
と
温
帯
の
天
然
林
が
共

存
す
る
こ
と
で
、
林
相
の
変
化
に
富
ん
で
お
り
、
多
種
多
様
な

鳥
獣
の
良
好
な
生
息
地
と
し
て
特
に
重
要
な
区
域
と
な
っ
て
い

る
。こ

の
た
め
、
高
尾
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
は
、
高
尾
鳥

獣
保
護
区
の
中
で
も
、
特
に
鳥
獣
の
保
護
及
び
鳥
獣
の
生
息
地

の
保
護
を
積
極
的
に
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
特
別
保
護

地
区
と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

特
別
保
護
地
区
の
保
護
管
理
方
針

ア

法
に
基
づ
く
規
制
に
よ
り
、
鳥
獣
の
生
息
に
必
要
な
自
然

環
境
を
保
全
す
る
。

イ

特
別
保
護
地
区
に
生
息
・
繁
殖
す
る
多
様
な
野
生
鳥
獣
の

保
護
を
図
る
。
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ウ

入
山
者
に
よ
る
鳥
獣
や
そ
の
生
息
環
境
へ
の
影
響
を
最
小

限
に
す
る
た
め
、
東
京
都
の
職
員
や
鳥
獣
保
護
管
理
推
進
員

に
よ
る
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
八
王
子
市
や
関
係
機
関
と

の
連
携
を
図
り
、
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
係
る
普
及
啓
発

活
動
に
取
り
組
む
。

エ

指
定
の
十
年
後
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
変
化
等
を
把
握

す
る
た
め
調
査
を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
二
十
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
二
十
一
号

母
子
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）

第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
養
育
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名
称
の
変
更

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年
月
日

東
京
都
立
墨
東

病
院

地
方
独
立
行
政

法
人
東
京
都
立

病
院
機
構
東
京

都
立
墨
東
病
院

墨
田
区
江
東
橋

四
丁
目
二
十
三

番
十
五
号

令
和
四
年
七

月
一
日

東
京
都
立
広
尾

病
院

地
方
独
立
行
政

法
人
東
京
都
立

病
院
機
構
東
京

都
立
広
尾
病
院

渋
谷
区
恵
比
寿

二
丁
目
三
十
四

番
十
号

同

右

東
京
都
立
大
塚

病
院

地
方
独
立
行
政

法
人
東
京
都
立

病
院
機
構
東
京

都
立
大
塚
病
院

豊
島
区
南
大
塚

二
丁
目
八
番
一

号

同

右

東
京
都
立
小
児

総
合
医
療
セ
ン

タ
ー

地
方
独
立
行
政

法
人
東
京
都
立

病
院
機
構
東
京

都
立
小
児
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー

府
中
市
武
蔵
台

二
丁
目
八
番
地

の
二
十
九

同

右

公
益
財
団
法
人

東
京
都
保
健
医

療
公
社
荏
原
病

院

地
方
独
立
行
政

法
人
東
京
都
立

病
院
機
構
東
京

都
立
荏
原
病
院

大
田
区
東
雪
谷

四
丁
目
五
番
十

号

同

右

公
益
財
団
法
人

地
方
独
立
行
政

板
橋
区
栄
町
三

同

右
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東
京
都
保
健
医

療
公
社
豊
島
病

院

法
人
東
京
都
立

病
院
機
構
東
京

都
立
豊
島
病
院

十
三
番
一
号

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
二
十
二
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
有
水
面
の
埋
立
て
を
免
許
し
た
の
で
、
同

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

新
島
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

免
許
年
月
日

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

二

埋
立
て
の
免
許
を
受
け
た
者

名
称

東
京
都

所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

代
表
者

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

代
表
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

埋
立
区
域

㈠

位
置

新
島
村
本
村
前
浜
地
先
新
島
港
港
湾
区
域
内
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑫
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
北
緯
三
四
度
二
二
分
〇
二
秒
二
八
三
五
、

東
経
一
三
九
度
一
四
分
三
八
秒
四
七
六
九
）
か
ら

三
二
九
度
〇
一
分
一
七
秒
、
四
一
八
・
七
九
九
メ

ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
二
一
分
一
七
秒
一
九
・

三
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
〇
二
分
四
三
秒
二
二
・

三
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
一
三
分
五
一
秒
二
一
・

一
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
一
二
分
一
八
秒
五
四
・

三
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
〇
二
分
〇
一
秒
五
一
・

七
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
一
九
分
一
〇
秒
一
二
三

・
五
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
三
八
分
〇
五
秒
〇
・
五

一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
一
六
分
二
八
秒
二
二
・

一
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
三
五
五
度
〇
七
分
四
一
秒
七
八
・

九
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
二
六
四
度
二
六
分
一
三
秒
一
・
五

〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
三
五
五
度
二
〇
分
二
三
秒
二
六
・

八
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

一
六
、
四
七
五
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

㈠

位
置

新
島
村
本
村
前
浜
地
先
新
島
港
港
湾
区
域
内
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑬
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
北
緯
三
四
度
二
二
分
〇
二
秒
二
八
三
五
、

東
経
一
三
九
度
一
四
分
三
八
秒
四
七
六
九
）
か
ら

三
二
九
度
〇
一
分
一
七
秒
、
四
一
八
・
七
九
九
メ

ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
〇
八
分
一
九
秒
五
七
・

五
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
一
七
分
五
一
秒
九
三
・

七
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
一
七
分
五
五
秒
一
三
・

九
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
〇
八
分
四
一
秒
一
九
・

四
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
二
二
分
一
六
秒
一
七
八

・
一
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
四
〇
度
二
二
分
一
六
秒
一
〇
・
八

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
二
二
分
一
六
秒
八
・
二

九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
三
五
五
度
〇
九
分
一
〇
秒
七
八
・

八
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
六
四
度
三
五
分
〇
二
秒
〇
・
八

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
三
五
五
度
一
三
分
三
二
秒
六
二
・

一
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
八
五
度
二
〇
分
二
三
秒
一
一
・
〇

六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
〇
七
分
〇
二
秒
二
五
四

・
七
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

三
〇
、
二
〇
二
・
二
四
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

ふ
頭
用
地

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
二
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
有
水
面
の
埋
立
て
を
免
許
し
た
の
で
、
同
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法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

免
許
年
月
日

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

二

埋
立
て
の
免
許
を
受
け
た
者

名
称

東
京
都

所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

代
表
者

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

代
表
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

埋
立
区
域

㈠

位
置

新
島
村
若
郷
八
十
三
番
地
先
若
郷
漁
港
漁
港
区
域
内
公
有
水

面
㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑩
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
漁－

Ｎ
ｏ
．
二
〇
）
（
北
緯
三
四
度
二

四
分
五
六
秒
七
二
八
五
、
東
経
一
三
九
度
一
六
分

三
五
秒
一
三
四
二
）
か
ら
八
度
五
二
分
三
六
秒
、

二
六
・
四
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
四
〇
分
〇
六
秒
四
九
・

五
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
五
四
度
一
一
分
〇
〇
秒
六
・
〇
一

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
四
二
分
〇
六
秒
五
一
・

四
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
三
五
度
〇
二
分
五
〇
秒
一
四
・

九
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
四
三
分
五
三
秒
四
・
七

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
五
五
度
〇
二
分
五
〇
秒
一
九
・
六

八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
四
二
分
〇
六
秒
六
五
・

二
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
三
四
度
四
二
分
〇
六
秒
四
・
七

一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
四
〇
分
〇
六
秒
四
〇
・

五
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

六
七
五
・
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

㈠

位
置

新
島
村
若
郷
八
十
三
番
地
先
若
郷
漁
港
漁
港
区
域
内
公
有
水

面
㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑧
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
漁－

Ｎ
ｏ
．
二
〇
）
（
北
緯
三
四
度
二

四
分
五
六
秒
七
二
八
五
、
東
経
一
三
九
度
一
六
分

三
五
秒
一
三
四
二
）
か
ら
〇
度
四
九
分
〇
三
秒
、

一
六
・
〇
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
四
〇
分
一
七
秒
一
〇
一

・
三
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
三
四
度
四
〇
分
五
三
秒
九
・
八

七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
四
〇
分
五
三
秒
二
五
・

八
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
五
四
度
四
七
分
三
七
秒
六
五
・
〇

〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
四
〇
分
一
七
秒
二
〇
・

〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
五
四
度
四
二
分
〇
六
秒
二
二
・
五

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
四
〇
分
一
七
秒
一
〇
七

・
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

九
、
六
六
三
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
七
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
教

育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

第
七
条
の
二
中
「
言
動
」
の
下
に
「
（
性
別
に
よ
り
役
割
を
分
担

す
べ
き
と
す
る
言
動
又
は
性
的
指
向
若
し
く
は
性
自
認
に
関
す
る
言

動
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
一
号
()裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（裏）附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規

程
（
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号
に
つ
い
て

は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
服
務

規
程
（
以
下
「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
旧
規
程
別
記
様
式
第

一
号
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
新
規
程
別
記
様
式
第
一

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
式
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
の
交
付

を
受
け
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
八
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
教
育
委

員
会
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

第
八
条
の
二
中
「
言
動
」
の
下
に
「
（
性
別
に
よ
り
役
割
を
分
担

す
べ
き
と
す
る
言
動
又
は
性
的
指
向
若
し
く
は
性
自
認
に
関
す
る
言

動
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
()裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（裏）

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
立
学
校
職
員
服
務
規
程

（
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
第
一
号
様
式
の
二
に
つ
い

て
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
立
学
校
職
員
服
務
規

程
（
以
下
「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
第
一
号
様
式
の
二
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
旧
規
程
別
記
第
一
号

様
式
の
二
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
新
規
程
別
記
第
一

号
様
式
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
式
に
よ
る
職
員
カ
ー

ド
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
六
十
七
号

東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
年
交
通
局
規
程
第
二

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
第
四
項
中
「
カ
ー
ド
」
を
「
職
員
カ
ー
ド
等
」
に
改

め
る
。

第
十
二
条
の
二
中
「
言
動
」
の
下
に
「
（
性
別
に
よ
り
役
割
を
分

担
す
べ
き
と
す
る
言
動
又
は
性
的
指
向
若
し
く
は
性
自
認
に
関
す
る

言
動
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
()裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（裏）

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程

（
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
第
一
号
様
式
に
つ
い
て
は
、

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
交
通
局
職
員
服
務
規
程
（
以

下
「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
第
一
号
様
式
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
旧
規
程
別
記
第
一
号

様
式
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
新
規
程
別
記
第
一
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
式
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
の
交
付
を
受

け
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

訓

令
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
一
号局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
訓
令

第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

第
五
十
一
条
の
二
中
「
言
動
」
の
下
に
「
（
性
別
に
よ
り
役
割
を

分
担
す
べ
き
と
す
る
言
動
又
は
性
的
指
向
若
し
く
は
性
自
認
に
関
す

る
言
動
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
()裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（裏）
附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
水
道
局
処
務
規
程
（
以
下

「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
第
十
九
号
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ

の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
水
道
局
処
務
規
程
（
以
下
「
新

規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
第
十
九
号
様
式
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
旧
規
程
別
記
第
十
九

号
様
式
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
新
規
程
別
記
第
十
九

号
様
式
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
式
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
の

交
付
を
受
け
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
九
号

東
京
都
水
道
局
公
金
の
徴
収
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
使
用
水
量
の
計
量
業
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
同

規
程
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

一

委
託
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

二

委
託
し
た
相
手
方

受

託

者

名

所

在

地

東
京
都
市
サ
ー
ビ
ス
株
式
会

社

中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
一
号

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
号

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日
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東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局

管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
中
「
言
動
」
の
下
に
「
（
性
別
に
よ
り
役
割
を
分
担

す
べ
き
と
す
る
言
動
又
は
性
的
指
向
若
し
く
は
性
自
認
に
関
す
る
言

動
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
()裏
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（裏）

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
（
以

下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
第
十
二
号
様
式
に
つ
い
て
は
、

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
（
以
下

「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
別
記
第
十
二
号
様
式
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
旧
規
程
別
記
第
十
二

号
様
式
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
新
規
程
別
記
第
十
二

号
様
式
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
式
に
よ
る
職
員
カ
ー
ド
の

交
付
を
受
け
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

公

告

都
市
計
画
河
川
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

武
蔵
野
都
市
計
画

河
川
事
業
第
二
号

石
神
井
川

西
東
京
都
市
計
画

河
川
事
業
第
一
号

石
神
井
川

武
蔵
野
市
八
幡
町
二

丁
目
並
び
に
西
東
京

市
南
町
一
丁
目
、
柳

沢
一
丁
目
、
柳
沢
二

丁
目
、
柳
沢
三
丁
目
、

柳
沢
五
丁
目
、
柳
沢

六
丁
目
、
東
伏
見
一

丁
目
、
東
伏
見
五
丁

令
和
四
年

十
月
十
七

日
関
東
地

方
整
備
局

告
示
第
二

百
八
十
五

号

北
多
摩

南
部
建

設
事
務

所

目
及
び
東
伏
見
六
丁

目
地
内

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

昭
和
二
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五

十
八
号
東
京
都
市
計
画
下
水
道
事
業
東
京

都
公
共
下
水
道

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分

昭
和
二
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五

十
八
号
、
昭
和
三
十
年
建
設
省
告
示
第
千

二
百
六
十
六
号
、
昭
和
三
十
三
年
建
設
省

告
示
第
九
百
八
十
三
号
、
昭
和
三
十
五
年

建
設
省
告
示
第
八
百
五
号
、
昭
和
三
十
六

年
建
設
省
告
示
第
八
百
十
五
号
、
昭
和
三

十
七
年
建
設
省
告
示
第
千
九
十
二
号
、
昭

和
三
十
七
年
建
設
省
告
示
第
三
千
二
百
五

号
、
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
二
百

九
十
二
号
、
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示

第
三
千
三
百
八
十
号
、
昭
和
四
十
一
年
建

設
省
告
示
第
二
千
八
百
七
十
一
号
、
昭
和

四
十
六
年
建
設
省
告
示
第
三
百
七
十
七
号
、

昭
和
四
十
八
年
建
設
省
告
示
第
五
百
六
十

七
号
、
昭
和
五
十
年
建
設
省
告
示
第
千
四

百
五
十
四
号
、
昭
和
五
十
三
年
建
設
省
告

示
第
五
十
七
号
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省

告
示
第
百
七
十
号
、
昭
和
五
十
六
年
建
設

省
告
示
第
六
百
四
十
号
、
昭
和
五
十
七
年

建
設
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号
、
昭
和
五

十
九
年
建
設
省
告
示
第
三
十
号
、
昭
和
六

十
年
建
設
省
告
示
第
千
百
三
十
号
、
昭
和

六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
三
百
一
号
、
昭

和
六
十
三
年
建
設
省
告
示
第
二
百
三
十
九

号
、
平
成
元
年
建
設
省
告
示
第
千
九
十
五

号
、
平
成
元
年
建
設
省
告
示
第
千
九
百
二

十
九
号
、
平
成
二
年
建
設
省
告
示
第
千
二



（第17690号）東 京 都 公 報令和4年10月31日（月曜日）１７

百
二
十
号
、
平
成
三
年
建
設
省
告
示
第
千

三
百
八
十
一
号
、
平
成
四
年
建
設
省
告
示

第
七
百
八
十
号
、
平
成
五
年
建
設
省
告
示

第
六
百
九
十
七
号
、
平
成
六
年
建
設
省
告

示
第
二
千
百
三
号
、
平
成
七
年
建
設
省
告

示
第
千
一
号
、
平
成
八
年
建
設
省
告
示
第

千
三
百
四
十
四
号
、
平
成
九
年
建
設
省
告

示
第
千
二
百
六
十
一
号
、
平
成
十
一
年
建

設
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
、
平
成
十
一

年
建
設
省
告
示
第
九
百
二
十
六
号
、
平
成

十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
六
百
四
号
、
平

成
十
三
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
百

十
二
号
、
平
成
十
五
年
関
東
地
方
整
備
局

告
示
第
百
二
十
八
号
、
平
成
十
五
年
関
東

地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
三
十
一
号
、
平

成
十
七
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百

六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
関
東
地
方
整
備

局
告
示
第
四
百
七
十
六
号
、
平
成
十
八
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
百
八
十
一
号
、

平
成
十
九
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
六

十
九
号
、
平
成
二
十
年
関
東
地
方
整
備
局

告
示
第
二
百
四
十
四
号
、
平
成
二
十
二
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
七
十
九
号
、

平
成
二
十
七
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第

二
百
六
号
、
平
成
二
十
九
年
関
東
地
方
整

備
局
告
示
第
百
八
十
六
号
、
平
成
三
十
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
六
十
三
号
、
平

成
三
十
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百

五
十
九
号
、
令
和
二
年
関
東
地
方
整
備
局

告
示
第
九
十
四
号
及
び
令
和
三
年
関
東
地

方
整
備
局
告
示
第
六
十
七
号
の
事
業
地
の

う
ち
、
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
及
び
品

川
区
東
大
井
二
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業

地
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し

備
考一

事
業
計
画
の
変
更

認
可
の
告
示

令
和
四
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二

百
七
十
七
号

二

事
業
施
行
期
間

昭
和
二
十
八
年
十
月
十
二
日
か
ら
令
和

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
五
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京

都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目

指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二

第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
と
し
て
理
事
長
が
指
定
す
る
地
方
公
共

団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
っ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、

生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関

係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
二

親
等
内
の
親
族
」
を
「
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手

方
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
」
に

改
め
、
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章

に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三

十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
若
し

く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等

の
制
度
と
し
て
理
事
長
が
指
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

関
係
の
相
手
方
で
あ
っ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
し
て
い

る
も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の

親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
請
求
に
係
る
子
を
養
育
で
き
る
も

の
と
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）
」
及
び
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
当
該
職
員
の
配

偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
請
求
に
係
る
子

を
養
育
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の

親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
請
求
に
係
る
子
を
養
育
で
き
る
も

の
と
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）
」
及
び
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
当
該
職
員
の
配

偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
請
求
に
係
る
子

を
養
育
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
四
十
七
条
の
二
中
「
言
動
」
の
下
に
「
（
性
別
に
よ
り
役
割
を

分
担
す
べ
き
と
す
る
言
動
又
は
性
的
指
向
若
し
く
は
性
自
認
に
関
す

る
言
動
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「親

族
関
係
に
変
更
が
あ
っ
た

」
を
「関

係

が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
又
は
二
親

等
内
の
親
族
で
な
く
な
っ
た

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る

用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
保
養
施
設
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
八
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
保
養
施
設
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
共
済
組
合
保
養
施
設
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年

東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
二
号
ア
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条

例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項

の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓

制
度
と
同
等
の
制
度
と
し
て
理
事
長
が
指
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
っ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を

一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
同
じ
。
）
」
及
び
同

号
ウ
中
「
被
扶
養
者
」
の
下
に
「
並
び
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
保
健
施
設
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
九
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
保
健
施
設
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
共
済
組
合
保
健
施
設
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九

年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
中
「
同
じ
。
）
、
」
を
「
同
じ
。
）
及
び
」
に
、
「
含

む
。
）
及
び
」
を
「
含
む
。
）
並
び
に
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章

に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三

十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
又
は

同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制

度
と
し
て
理
事
長
が
指
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方
で
あ
つ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も

の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い

う
。
）
並
び
に
」
に
改
め
、
「
し
な
い
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
三
親
等
内
の
親
族
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
体
育
施
設
使
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
六
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
体
育
施
設
使
用
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
体
育
施
設
使
用
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
東

京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
一
項
中
「
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に

東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実

現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七

条
の
二
第
二
項
の
証
明
又
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
と
し
て
理
事
長
が
指
定
す
る
地
方
公

共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け

た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
つ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、

生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関

係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
被
扶
養

者
」
の
下
に
「
並
び
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加

え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
総
合
保
健
施
設
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合
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理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
十
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
総
合
保
健
施
設
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
共
済
組
合
総
合
保
健
施
設
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

七
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
ア
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条

例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項

の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓

制
度
と
同
等
の
制
度
と
し
て
理
事
長
が
指
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
っ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を

一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
同
じ
。
）
」
及
び
同

号
ウ
中
「
被
扶
養
者
」
の
下
に
「
並
び
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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